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情報あらかると

『
▼
申
し
込
み
』

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』

市
立
図
書
館
は
、
次
の
期
間
、
図
書
の

整
理
と
蔵
書
点
検
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

▼
期
間

７
月
９
日
木
～

日
木

１６

※
期
間
中
は
図
書
館
を
は
じ
め
各
配
本
所

（
鷲
別
公
民
館
・
婦
人
セ
ン
タ
ー
・
登

別
温
泉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
地
域
情

報
セ
ン
タ
ー
）
で
の
図
書
の
貸
し
出
し
・

返
却
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
移
動
図
書
館
『
こ
ぐ
ま
号
』
は
通
常
通

り
運
行
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

市
立
図
書
館

（
緯
碓８５
４
３
２
４
）

市
立
図
書
館
休
館
の
お
知
ら
せ

７
月
８
日
㈬
に
総
合
体
育
館
の

ア
リ
ー
ナ
が
一
時
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
す

遠
赤
外
線
暖
房
機
の
保
守
点
検
作
業
の

た
め
９
時
か
ら

時
ま
で
総
合
体
育
館
の

１７

ア
リ
ー
ナ
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
会
議
室
、
多
目
的
ル
ー
ム
は
通

常
通
り
利
用
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

総
合
体
育
館

（
緯
碓８５
５
５
５
２
）

平成２０年度情報公開条例による公文書の公開状況と
個人情報保護条例の運用状況をお知らせします

問い合わせ
総務グループ（緯碓85１１３０）

◎個人情報保護条例
『登別市個人情報保護条例』は、個人

情報の開示などを請求する市民の権利を
保障するとともに、個人の権利利益の保
護と公正で民主的な市政の推進を図り、
基本的人権の擁護に役立てることを目的
に制定され、平成１０年１０月１日から施行
されました。
また、平成１８年９月２９日に一部改正さ
れ、同日から施行されています。

◎情報公開条例
『登別市情報公開条例』は、公文書の公開を求める市民の権
利を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を
深め、市民参加による開かれた市政を一層推進し、公正で民主
的な市政の発展に役立てることを目的に制定され、平成１０年１０
月１日から施行されました。
また、平成１８年９月２９日に条例の全部が改正され、同日から

施行されています。

焔情報公開条例の運用状況
煙情報公開条例に基づく公文書の公開請求・申し出など

公開の請求・申し出の内訳公開の請求・
申し出件数実施機関の名称

公開の申し出件数公開の請求件数
０件１４件１４件市長部局

※議会、教育委員会、選挙管理員会、公平委員会、監査委員、
農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者およ
び消防長については、公開請求などはありませんでした。

煙請求・申し出に対する決定などの内容別件数
不存在等取 下 げ非 公 開一部公開公 開請求の内容

１００４９公開の請求
０００００公開の申し出
１００４９合 計

焔個人情報保護条例の運用状況
平成２０年度における個人情報保護条例
による個人情報の開示請求はありません
でした。

市は、情報公開条例による公文書の公
開のほか、市政に関する情報の提供、個
人情報の保護に関する相談を受け付けて
いますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。


